
市川市公の施設の指定管理者候補者選定審査会運営要綱 

 

平成 16 年 4 月 1 日 制定 

平成 17 年 7 月 26 日 改正 

平成 19 年 4 月 1 日 改正 

平成 20 年 4 月 1 日  改正 

平成 20 年 7 月 1 日 改正 

平成 21 年 4 月 1 日 改正 

平成 26 年 4 月 1 日 改正 

平成 27 年 4 月 1 日 改正 

平成 29 年 12 月 18 日 改正 

平成 30 年 8 月 1 日 改正 

令和元年 9 月 1 日 改正 

令和 2 年 4 月 1 日 改正 

令和 4 年 4 月 22 日 改正 

令和 5 年 4 月 1 日 改正 

令和 5 年 7 月 18 日 改正 

                    

（設置） 

第１条 公の施設の指定管理者の候補者を公正に選定するため、市川市公の施設の指定

管理者候補者選定審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

 

（任務） 

第２条 審査会は、次に掲げる任務を行う。 

(1) 本市の指定管理者制度に関する事項について調査審議すること。 

(2) 公募に係る募集要項、仕様書等の内容について審査すること。 

(3) 公の施設を所管する局部が作成する指定管理者の候補者を選定するための評価

項目及びその点数並びに基準評価値を審査すること。 

(4) 市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年条例第

２号。以下「手続条例」という。）第１２条に規定する手続により特定の団体を指

定管理者の候補者として選定することの妥当性について審査すること。 

(5) 手続条例第１２条に規定する協議をすべき事項について審査すること。 

(6) 指定管理者の候補者の予定者を選出すること。 

(7) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定により

指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の



停止を命ずる際に意見を述べること。 

 

（組織） 

第３条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 管財部を所管する副市長（以下「副市長」という。） 

(2) 総務部長 

(3) 企画部長 

(4) 財政部長 

(5) 管財部長 

(6) 生涯学習部長 

２ 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

 

（会議） 

第４条 審査会の会議（以下この条において「会議」という。）は、会長が招集し、議

長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長が不在のときは会長から事前に指名を受けた委員が、委員（副市長を除く。）

が不在のときは当該委員が指定した職員がその職務を代理する。 

４ 会議の議事は、出席した委員の３分の２以上をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。ただし、軽易な案件の審査のとき又は会議を招集する時間

的な余裕がないことが明らかであるときは、会議による同意を得ての決定に代えて、

会長までの決裁により決定することができる。 

５ 会長は、必要があると認めたときは、当該審査案件に関係のある所属長等を出席さ

せ、説明を求めることができる。 

 

（指定管理者の候補者の予定者の選出） 

第５条 審査会は、公募による選定にあっては、公の施設の指定管理者候補者選考委員

会（以下「選考委員会」という。）の出席者が評価を行う際に提案した意見等を総合

的に考慮して、手続条例第２条に規定する指定管理者の指定の基準及び付加的選定基

準に適合し、かつ、最も適切に指定施設の管理を行うことができると認める団体を指

定管理者の候補者の予定者として選出するものとする。 

２ 前項の場合において、第２条第３号に規定する基準評価値を下回る申請を行った団

体は、原則として指定管理者の候補者の予定者としないものとする。 

３ 審査会は、手続条例第１２条に規定する手続による選定にあっては、選考委員会の



出席者が評価を行う際に提案した意見等を総合的に考慮して、手続条例第２条に規定

する指定管理者の指定の基準及び付加的選定基準に適合し、かつ、指定管理者の候補

者としてふさわしい団体を指定管理者の候補者の予定者として選出するものとする。 

４ 第２項の規定は、手続条例第１２条に規定する手続による選定について準用する。 

 

（手続条例第１２条第２項に規定する手続による指定管理者の候補者の予定者の選出

に関する特例） 

第６条 審査会は、手続条例第１２条第２項に規定する手続による指定管理者の候補者

の予定者を選出しようとする場合において必要があると認めるときは、前条に規定す

る手続の全部又は一部を省略することができる。 

 

（付議事案の提出） 

第７条 審査会の審査に付すべき事案がある者は、市川市公の施設の指定管理者候補者

選定審査会付議依頼書（別記様式）に関係資料を添えて、審査会の会議が開かれる予

定日の１０日前までに会長に提出しなければならない。 

２ 会長は、付議依頼のあった事案のうち、第２条に該当し、審査会に付議する必要が

あると認めた事案について、審査会に付議するものとする。 

 

（審査の結果の報告等） 

第８条 会長は、審査会の審査の結果について、遅滞なく、市長に報告するとともに、

前条の規定により付議した者その他の関係者に通知するものとする。 

 

（事務） 

第９条 審査会の事務は、管財部契約課において処理する。 

 

（委任） 

第１０条 前各条に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、審査会が市

長の同意を得て定める。 

 



   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年７月２６日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年 7 月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２９年１２月１８日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和元年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月２２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年７月１８日から施行する。 


